
坂戸都市計画都市計画施設の変更について 

令和 7年 3月 27日 第 3回都市計画審議会資料 

 

１ 都市計画施設の概要 

都市計画施設名 名 称 位 置 面積 
告示年月日 

告示番号 

ごみ焼却場 
鶴ヶ島町 

ごみ焼却場 

大字上新田 

大字中新田 

大字高 倉 

1.0 
昭和 46年 4月 1日 

鶴ヶ島町告示第 10号 

 

２ 都市計画施設の変更内容と変更理由 

都市計画施設名 変更内容 変更理由 

ごみ焼却場 廃止 
代替施設である埼玉西部クリーンセンターの供用

が開始され、当該施設の必要性がなくなったため。 

 

３ 都市計画変更の手続き 

   都市計画施設の変更手続きについては、令和７年中に行う予定である。 

 

【位置図】 

 鶴ヶ島町ごみ焼却場 

赤：都市計画が廃止される都市計画施設 
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